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１．目  的   東武鉄道沿線の子供たちが、サッカーを通じて、自治体を越えて交流と親睦を図るとともに、少

年時代の思い出作りを目的として開催する。 

２．大 会 名   第１８回 東武鉄道杯東上線沿線少年サッカー大会 

３．主  催   東武博物館 

４．後  援   東武鉄道株式会社  埼玉県 埼玉県教育委員会  川越市 川越市教育委員会 

新座市 新座市教育委員会  朝霞市 朝霞市教育委員会  坂戸市 坂戸市教育委員会 

５．主  管   東上線沿線少年サッカー大会幹事会 

６．協  賛   株式会社モルテン  東武商事  東武動物公園  東京スカイツリー®  東武ストア 

７．期  間   ２０２６年２月 １日（日）   南部ブロック１日目      北部ブロック１日目 

                          新座陸上競技場・多目的    坂戸第１・２多目的 

              ２月 ８日（日）   南部ブロック２日目      北部ブロック２日目 

                          新座陸上競技場        坂戸第１多目的 

２月１１日（水・祝） 大会準々決勝・準決勝・決勝戦、閉会式 

      … 新座陸上競技場 

 ２月１５日（日）   予備日  新座陸上競技場 

         第１５回中央選手権大会 ３月 ７日（土） 朝霞中央公園陸上競技場 予備日３月 ８日（日） 

８．参加資格   各区・市・町連盟及び協会に所属し推薦を受けた単独チーム（出場人数に満たないチームに限り、 

合同での出場を可とする）、試合出場は５年・４年生とするが、チーム事情により３年生も可と 

する。２年・１年生は登録のみとし、帯同は認める。スポーツ傷害保険に加入済であること。 

９．参  加   ４８チーム（出場チーム締め切り１１月３日（月・祝）） 

          南部地区  ２４チーム（東武推薦２チームを含む） 

豊島区（池袋）～ふじみ野市（上福岡） 間 

          北部地区  ２４チーム（東武推薦２チームを含む） 

川越市（新河岸）～寄居町・越生町（寄居・越生） 間 

10．参 加 費   無 料 

11．登  録   選手２０名、監督・コーチ５名以内とする。 

12．競技方法   ○ 試合は８人制とする。 

         ○ 予選リーグ     ３チーム１ブロックによるリーグ戦 

         ○ 決勝トーナメント  各ブロック１位・２位チームによる（３２チーム） 

13．試合時間   ① 予選リーグ、決勝トーナメントいずれも、試合時間は４０分とする。予選リーグは、勝ち点、 

得失点差、総得点、当該試合の勝者とするが、決しない場合は抽選とする。 

② 決勝トーナメントにおいて、時間内で勝敗が決しない場合は、ＰＫ戦（ペナルティーシュー 

トアウト）とする。 

③ 大会決勝戦のみ、時間内で勝敗が決しない場合は、１０分間の延長戦を１回行い、それでも 

決しない場合は、ＰＫ戦（ペナルティーシュートアウト）とする。 



14．競技規則   東武鉄道杯少年サッカー大会規定ならびに公益財団法人日本サッカー協会競技規則2024／2025 

による。 

15．表  彰   大会優勝       賞状  優勝旗   トロフィー  メダル（個人）  副賞 

         大会準優勝      賞状  準優勝旗  トロフィー  メダル（個人）  副賞 

         ３位（２チーム）   賞状  トロフィー  メダル（個人）  副賞 

         敢闘賞（４チーム）  賞状  トロフィー 

         優秀選手賞      賞状  トロフィー  ※ ベスト８進出チーム各１名 

16．代表者会議（抽選会及び懇親会）[代表者会議…17：00～  懇親会…18：00～] 

         ２０２５年１２月１３日（土）：ベルセゾン（志木駅南口徒歩３分） 

17．大会規則   東武鉄道杯少年サッカー大会規定とする。（雨天中止の判断は６時００分とする） 

18．そ の 他   ◎感染（インフルエンザ・新型コロナウイルス）予防について 

          （１）出場チームは東武鉄道杯少年サッカー大会出場にあたり、下記についてご協力を 

            お願いします。 

① 体調不良（発熱・咳など）の場合は出場を控えること 

              ② 手洗い・手指消毒、うがいなどをこまめに行うこと 

              ③ 三密を避けること 

              ④ 試合会場の自治体をはじめ関係諸団体の指導に従うこと 

         ◎写真・画像（肖像）などの取り扱いについて 

（１）出場チームの代表者は東武鉄道杯少年サッカー大会出場にあたり、選手をはじめ 

  指導者・保護者などの写真・画像等の使用について、東武博物館ならびに東武鉄道 

の出版物・掲示物、ホームページなどへ掲載・掲出する場合がありますので、事前 

にチーム内で承諾を得てください。 

（２）大会関係（開会式・試合・閉会式など）を撮影した画像について、自チーム以外 

  の選手をはじめ指導者・保護者等が写っている画像は、ホームページやＳＮＳなど 

  のメディアへ掲載をしないよう徹底してください。 

 


